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こ
こ
の
基
準
に
よ
る
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
は
、
平
成
二
年
十

三
１
こ
の
基
準
に
よ
る
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
は
、
本
人
の
出

一
即
位
の
礼
が
行
わ
れ
る
に
当
た
り
、
内
閣
は
、
特
別
に
、
こ
の
基
準
に
よ
り
特
赦
一
考 一

鳴
叫
〃

、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

し
て
い
る
者
に
対
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
月
十
二
日
（
以
下
「
基
準
日
』
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
有
罪
の
裁
判

（
趣
旨
）

（
対
象
）

（
出
願
又
は
上
申
）

願
を
待
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
本
人
は
、
基
準
日
か
ら
平
成
三
年
二
月
十
二
日
ま

即
位
の
礼
に
当
た
り

#
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て
は
、
前
二
号
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
１
号
の
出
願
は
平
成
三

年
五
月
十
三
日
ま
で
に
、
前
号
の
上
申
は
同
年
八
月
十
二
日
ま
で
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
０

４
第
１
号
及
び
第
２
号
の
規
定
は
、
こ
の
基
準
に
よ
る
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行

３
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
特
赦
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
減
刑
の
場
合
に
あ
っ

若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
に
対
し
て
出
願
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２
刑
務
所
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
は
、
前
号
の
出
願
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
平
成
三
年
五
月
十
三
日
ま
で
に
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
対
し
て
上

申
を
す
る
も
の
と
す
る
。

が
必
要
が
あ
る
と
認
め

の
免
除
又
は
復
権
に
つ
い
て
、
刑
務
所
若
し
く

で
に
、
恩
赦
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
司
法
省
令
第
七
十
八
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
愈
刑
務
所
（
少
年
刑
務
所
及
び
拘
置
所
を
含
む
ｏ
以
下
同
じ
・
）

ｌｌｌｌｌＩＩ１ｌＩｌｌｌＩｌｌｌｌｌＩｌｌｌｌＩＩＪ

る
場
合
に
職
権
に
よ
り
上
申
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
一

は

保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官

’
一
一

ｊ
母
Ｉ
。
訳
）



存

ド

～

四
特
赦
は
、
第
二
項
本
文
に
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
一

す
る
も
の
に
つ
い
て
、
犯
情
、
本
人
の
性
格
及
び
行
状
、
犯
罪
後
の
状
況
、
社
会
の

1 感
情
等
に
か
ん
が
み
特
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

2
へ

に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
も
の

せ
ら
れ

る
刑
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
も
の

と
こ
ろ
に
よ
る

特
赦
）

で
は
な
い
・
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
上
申
を
す
る
期
限
は
、

が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

征

基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
あ

少
年
の
と
き
罪
を
犯
し
た
者
で
あ

従
除
又
伺
復
箱

、

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
執
行
す
べ
き
刑
の
期
間

○

に
こ
ゆ
て

合
に 刊

溌
ワ
差
し
く
に
慣
爵
闇
勇
一
月
〃
掻
夕
に
膨
暹
勾
一
に

職
権
に
よ
り
上
申
を
す
る

つ

て
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
罪
に
よ

つ

一
」

て
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
処

△
ロ
に

行 こ

気
以
○

の

二

前
二
号
に

と
を
妨
げ
る
も
の

分iI

の

一

定
め
る

以
上

い － 一



5

処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

４
有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
、
基
準
日
の
前

6 3

上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
鋼
を
定
め
る
罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
社
会
の
た
め
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て

五
号

刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

ｒ

有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

日
ま
で
に
猶
予
の
期
間

日
か
ら
基
準
日

い

罰
金
に
処
せ
ら
れ

禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

る
も
の

…

の

罪

へ

’ 過
失
犯
を
除
く

の
一
別

、

日
ま
で
に
五
年
以
上
を
経
過
し
た
者
で
あ

そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
者
又
は
基
準
日
の
前
日
ま

の

一

一

分

Ｏ
）

、
の

一

＄

そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除

、

以
上
を
経
過
し
て
い
る
者
で
あ

同
法
以
外
の
法
律
に
お
い
て
短
期

’

｜

つ

Ｉ

て
、
そ
の
刑
に
一

’
つ

て
、
そ
の

を
一

年
以

得
た

岸
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一
江
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上
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2

、

基
準
に
よ
る
特
赦
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

係
る
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
に
も
、
同
項
の
例
に
よ
り

又
は
免
訴

ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合

は
有
罪

に
つ
い
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
略
式
命
令
の
送
達

に
処
せ
ら
れ
た

で
に
そ
の
執
行
を
終
わ
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者
で
あ

罰
金
に
処
せ
ら
れ

前
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
有
罪

そ
の
執
行
の
猶
予
の
期
間
中
で
あ
る
と
き
又
は
同
日
ま
で
に
そ
の
執

、

無
罪
若
し
く
は
免
訴

の

判
決 こ

ｊ

ＩＩとが現に社会生活上の障害とな

れの
一
旦
生
ロ

、

１
１
Ｊ

、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
者
又
は
基
準
日
の
前
日
ま
一

そ
の
こ
と
が
現
に
社
会
生
活
上
の
障

を
受
けの

判
決

、

平
成の

昏
旦
垂
ロ

三

（年

二を
受
け

月
十

、

二 つ

、

平
成

日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に

て
い
る
も
の

リ

即
決
裁
判

宝
ロ

三 と
な年 つ

一
一 て

、
そ
の
刑

つ

で
あ
っ
て

行
を
終
わ
一
↑

ｂ

川

Ⅲ

叩

■
■
■
■
ｂ
■
『
’
巳
■
■
Ｂ
▼

月
十
の
一
旦
笙
口

て
い
る
者

、

一
一 無

罪
こ

日 又 の



『

１

１

期
間
の
二
分

㈲
そ
の
犯
し
た
罪
に

年
以
上
で
あ
る
場
合

一
ハ

（
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
犯
情
、
本
人
の
性
格
及
び
行
状
、

合
に
犯
罪
後

1
~へ

あめ
る
も
の

減
刑
は

減
刑
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
を
得
た
と
き
も

少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り

行つ

…津
（
ノ
○

て
、
次
の
㈲
又
は
口
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ

の

状
況

、

第
、

二

の

一

社
会
の
感
情
等
に
か
ん
が
み
特
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

項
本
文
に
定
め
る
者

以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者

に

あ

つ

き
定
め
ら
れ
た
懲
役
又
は
禁
銅
の
法
定
刑
の
短
期
が

つ

て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
執
行
す
べ
き
刑
の

、

有
期
の
懲
役
又
は
禁
鑓
に
処
せ
ら
れ
た
者
で

の
妄
っ！

‘
、

ち
、 、戸一

別

懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
た
者

号
と
同
様
と
す
る

、

そ
れ
ぞ
れ

へ

不
定
期
刑
に
処
せ
ら

、

㈲
又
は
口
に
定

○

△

一
一



戸
‐
‐
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
僻
以
阯
で
あ
る
場
合
に
友
一
．
了
唯
剃
一
ｉ
Ｉ
－
１

ｌ
ｉ

間
の
三
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
（
不
定
期
刑
に
処
せ
ら
れ

た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
言
い
渡
さ
れ
た
刑
の
短
期
の
う
ち
執
行
す
べ
き
部
分
の

三
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
）

２
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
鈎
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
猶
予
の
期

間
の
三
分
の
一
以
上
を
経
過
し
た
も
の

３
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の れ

た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
言
い
渡
さ
れ
た
刑
の
短
期
の
う
ち
執
行
す
べ
き
部
分
一

の
二
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
）

口
㈲
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
執
行
す
べ
き
刑
の
期

期
間
の
二
分
の
一
以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
（
不
定
期
刑
に
処
せ
ら

１
１

｢！

１
１
１

１

ｌ

ｌ

l

ll

II

1



七-' ’ ’一
5 4

、

罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く

刑
に
処
せ
ら
れ
た

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

日
ま
で
に
・
猶
予
の
期
間
の
三
分
の

｡前
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者

㈲の

同
法
以
外
の
法
律
に
お
い
て
短
期

有
期
の
懲
役
又
は
禁
鎧
に
処
せ
ら
れ
た
者

有
期

刑
の
期
間

の
執
行
を
受
け
た
者

無
期
の
懲
役
又
は
禁
鋼
に
処
せ
ら
れ

有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
執
行
す
べ
き

の

懲
役
又
は

の

三

こ 分
のこ と

が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障

禁

と
が
現
に
公

銅
に
処
せ
ら
れ

里

以
上
に
つ
き
そ
の
執
行
を
受
け
た
者

へ

当
該
懲
役
又
は
禁
銅
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の

一

辻
〈 以

上
を
経
過
し
て
い
る
者
で
あ

一

的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な

年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
銅
を
定
め
る

、

そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ

、

基
準
日

へ

刑
法
の
罪

の
前
日
ま
で
に
十
年
以
上
そ

宝
ロへ

Ｏ
） 過

失
犯
を
除
く

と
な

T
、

で
あ

つ

基
準
日

て
い
る
も
の

つ つI

て
い
る
も

て
、
そ
の

つ１
４
偲
斤
川
『
４
》

’
一

て

、
ｏ
）

の
一
別そ
一一



八 七
前
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者

免
除
を
得
た
者
を
除
く
。
）

罪
に
つ
い
て
有
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
に
も

は
免
訴

よ
る
減
刑
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2 1

減
刑
は

㈲｡ の

無
期
懲
役
は
十
五
年
の
懲
役
と
し
、
無
期
禁
銅
は
十
五
年
の
禁
銅
と
す
る

有
期
の
懲
役
又
は
禁
鎧
は
、
次
に
よ
り
刑
の
期
間
を
変
更
す
る
。

を
超

の
刑
を
減
ず
る

基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、
刑
の
期
間
の
三
分
の

の㈲
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
刑
の
期
間
の
四
分
の

判
決

、

え

次
に
よ
る
。

な
い
範
囲
で
そ
の
刑
を
減
ず
る

の
壱
且
塗
ロ○

を
受
け に
つ
い
て
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
有
罪

へ

、

１
１

当
該
懲
役
又
は
禁
銅
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の

平
成

三

年
一
一

0

月
十、

一
一同

項
の
例
に
よ
り
こ
の
基
準
に

日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る

一

を
超

え
へ

h
一

な
い
範
囲
で
そ

壹
汀

、
匡
凹
ご
灯
一
Ｊ

I

無
罪
又

0

▲

『



亨

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行
う
。

１
病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
基
準
日
ま
で
に
長
期
に
わ
た
り
刑
の
執
行
が
停
止
一
一

さ
れ
、
な
お
長
期
に
わ
た
り
そ
の
執
行
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

一
２
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
、
仮
出
獄
を
許
さ
れ
て
か
ら
基
準
日
の

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

《
Ｔ
Ｊ
二
一
二
呵
州
、
一
諏
凹
ご
』
」
ご

一
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
１
１
１
‐
１
１
１
‐
１
１
１
‐
’
一

前
日
ま
で
に
二
十
年
以
上
を
経
過
し
た
も
の

九

本
人
処
せ
ら
れ

4 ３
不
定
期
刑
は
、
そ
の
短
期
及
び
長
期
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
刑
の
期
間
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
刑
を
減
ず
る
。

へ

刑
の
執
行
の
免
除
）

刑
の
執
行
の
免
除
は

え

刑
の
執
行
猶
予
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
に
あ

な
い
範
囲
と
す
る
。

の

性
格
及
び
行
状

、

か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
犯
情
、

、 、

第犯
罪
後
の
状
況

一
一

項
本
文
に
定
め
る
者
で
あ

、

社
会
の
感
情
等
に
か
ん
が
み
特
に
相
当

、

つ

て
はつ

、

て
、
懲
役
又
は
禁
銅
に

そ
の
四
分
の
一

を
超



茸
１
１

－－－ －－

１
１

，
１
‐
前
日
ま
で
に
二

に十
、

罰
金
及
び
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
刑
の
全
部
に

か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
犯
情
、
本
人
の
性
格
及
び
行
状

に
よ
り
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
又
は

そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行

2 1 へ

復
権
は

復
権

社
会
の
感
情
等
に
か
ん
が
み
特
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行

日
か
ら
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
三
年
以
上

ら
れ
た

基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者

禁
銅
以
上
の
刑
の
全
部
に
つ
き
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た

基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
、
仮
腿
肩
を
計
さ
才
て
力

…

、

こ

第と
が
現
に
社
会
生
活
上
の
障

二

項
本
文
に
定
め
る
者
の
う
ち
、

十
年
以
上
を
経
過
し
た
も
の

の

１

１

免
除
を
得
た
者
で
あ

圭
口

具

個
若
し
く
は

と
な
を

経
過
し
た
者
で
あ

I

ﾄつ
一

個
若
し
く
は

て
い
る
も
の

つ

二て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

｜

’

個
以
上
の
裁
判
に
よ
り

、

二つ

犯
罪
後
の
状
況

個
以
上

て
、
刑
に
処
せ

p

去

酋

■

I

一
『
一
○

の

裁
判

つ

」き



十

又
は
復
権
を
行
う
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
常
時
の
個
別
の
恩
赦
を
行

と
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る

3‐

へ

通
常
の
恩
赦

現
参

社
会
の
た
め
に
貢
献
す
る
と
こ

こ
の

に

公
共
的
社
会
生
活
上

照

基
準
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

条
文 …

0
の

障

雲
ロ

と
な
ろ
が
あ
り

つ

て
も

つ

て
い
る
者

、 、

特
赦

か
つ
、

刑
に
処
せ
ら
れ
た

、

減
刑
、

刑
の
執
行
の
免
除

1－

こ

L_
戸
つ
こ

と
が

ー



三

I
一

・二■■０■・Ｂ一ｊ
家■、ｒ聞同潤軽と這胡宙ＨＦ声泌号叫側鷺蚤女脅Ｆ１尋言嘱『零口弧『常邑諺簿参篭咽、“升禽司曾篭零聴３審ロ再５号夢ご蓮釦５蔦億篭シＥ選零蝿３羽５袴一寺鞍５秒今、

司弓?手で

一

Ｄ
Ｂ
ｈ
■
■
■
甲
■
Ｂ
■
Ｏ
Ｂ
。
Ｂ
甲
■
甲
■
■
■
■
■
：
Ｂ
■
》
▲
■
■
■
Ｔ
①
■
Ｌ
Ｂ
■
Ｂ
Ｂ
Ｐ
■
■
■
⑱
甲
守
■
■
甲
早
早
■
■
■
Ｇ
■
■
■
■

季
事
弓
璽
創
雨
”
俳
浄
尾
宅
孝
言
曽
蟄
四
句
Ｆ
呵
晶
官
票
阜
舌
名
畠
墨
唱
冨
亀
鳶
謂
鼻
”
Ⅱ
哩
鳶
？
驚
こ
増
侭
脅
尽
必

◎
恩
赦
法
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
二
十
八
日
法
律
第
二
十
号
）

第
一
条
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と

第
二
条
大
赦
は
、
政
令
で
罪
の
種
類
を
定
め
て
こ
れ
を
行
う
。

第
三
条
大
赦
は
、
前
条
の
政
令
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
大
赦
の
あ
っ
た
罪
に
つ
い

第
四
条
特
赦
は
、
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
。

第
五
条
特
赦
は
、
有
罪
の
言
渡
の
効
力
を
失
わ
せ
る
。

こ
ろ
に
よ
る
。

二
ま
だ
有
罪
の
言
渡
を
受
け
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
公
訴
権
は
、
消
滅
す
る
。

て
、
左
の
効
力
を
有
す
る
。

一
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
言
渡
は
、
効
力
を
失
う
。

詮
患
毒
》
蕊
●
藍
．
蕊
溌
爵
騨
蕊
駕
蕊
裳
溌
舞
蕊
騨
蕊
蕊
蕊
蕊
議
蕊
蕊
議
蕊
蕊
篭
謹
蕊
護
蕊
鑿
蕊
謹
蕊
謹
蕊
謹
篭
謹
蕊
毒

拳
詮
節
耶
４
番
●
２
秒
紅
醇
な
秒
マ
サ
曾
写
且
忠
君
眠
啓
計
舟
』
戦
＆
罫
穿
排
琲
融
武
急
称
屡
羅
聴
蝉
聯
馴
』
一

『胃

二
一
１
Ｊ
、

I ；



第
九
条
復
権
は
、
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
、
又

第
八
条
刑
の
執
行
の
免
除
は
、
刑
の
言
渡
を
受
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
。
但
し
、
刑

③
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
を
受
け
て
ま
だ
猶
予
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
前
項
の
規

②
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
は
、
刑
を
減
軽
し
、
又
は
刑
の
執
行
を
減
軽
す
る
。

第
七
条
政
令
に
よ
る
減
刑
は
、
そ
の
政
令
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
刑
を
減
軽
す
る
。

第
六
条
減
刑
は
、
刑
の
言
渡
を
受
け
た
者
に
対
し
て
政
令
で
罪
若
し
く
は
刑
の
種
類
を
定
め
て
こ
れ

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
を
減
軽
す
る
減
刑
の
み
を
行
う
も
の
と
し
、
又
、
こ
れ
と
と
も
に
猶
予
の
期

間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
0

を
行
い
、
又
は
刑
の
言
渡
を
受
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
。

の
執
行
猶
予
の
言
渡
を
受
け
て
ま
だ
猶
予
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
行
わ
な

は
停
止
さ
れ
た
者
に
対
し
て
政
令
で
要
件
を
定
め
て
こ
れ
を
行
い
、
又
は
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ

一
丁
フ
、
ｋ
１
Ｏ

を
｛
灯
漂
う
。
但
し
、
刑
の
執
行
を
終
ら
な
い

者
又
は
執
行
の
免
除
を
得
な
い
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を



第
十
四
条
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
が
あ
っ
た
と
き
は
、
検
察
官
は
、
判

第
十
三
条
特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
特
定
の
者
に
対
す
る
復
権
が

第
十
二
条
特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
特
定
の
者
に
対
す
る
復
権
は
、

第
十
一
条
有
罪
の
言
渡
に
基
く
既
成
の
効
果
は
、
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復

②
復
権
は
、
特
定
の
資
格
に
つ
い
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
復
権
は
、
資
格
を
回
復
す
る
。

中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
申
出
が
あ
っ
、
た
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

権
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

下
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
っ
た
と
き
は
、
法
務
大
臣
は
、
特
赦
状
、
減
刑
状
、
刑
の
執
行
の
免
除
状
又
は
復
権
状
を
本
人
に

行
わ
な
い
。

は
停
止
さ
れ
た
者
に
対
し
て
政
令
で
要
件
を
定
め
て
こ
れ
を
行
い
、
又
は
特
定
①
者
に
禿
し
て
こ
才

I
侭
徽
浄
鰯
瀧
駕
畷
職
灘
徽
窪
笹
礁
織
隣
”
態
硴
蓉
隷
火
ば
ゞ
執
行
：
の
免
隙
を
得
な
ぃ
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を

；



霧

壱
一
篝

第
十
五
条

◎

決
の
原
本
に
そ
の
旨
を
附
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

恩
赦
法
施
行

呈
女
左

こ
の

法
律

規

則

へ
冗
昌
Ｈ
｛
Ⅱ
ｕ
一
一
」
一
一
戸
Ｆ
Ｆ
Ｌ
仁
当

の
へ

施昭

和 行
に一

一

十 関
し
必
要
な
事
項
は

二

直 年
十
月

↑
コ
コ
ー
ー
一
玉
７
ノ

■■■■■■■■■

日
司
法
省
令
第
七
十
八
号
）

…

、蚕
。
二

、

、

ノ

ー

命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

一
Ｐ
》
一
』
ヒ
ー
〃
Ｐ I

2
ヱ
ロ
】

▲
Ｂ
ｒ
守
Ⅱ
ぐ
０
１
口
し
《
Ｆ
１
６

０
Ⅱ
Ｉ
由
・
ｂ
◆
Ｆ
■
』

…



蕊簿
｡,愛I

②
前
項
各
号
に
掲
げ
る
監
獄
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
は
、
本
人
か
ら
特
赦
、
減
刑

第
一
条
の
二
左
に
掲
げ
る
者
は
、
職
権
で
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る

第
一
条
恩
赦
法
（
昭
和
一
一
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
中
央
更
生
保
護
審
査

蝋；
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願
が
あ
っ
た
と
き
は
、
意
見
を
附
し
て
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
そ
の

減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
上
申
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、
有
罪
の
言
渡
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官

を
行
う
も
の
と
す
る
。

会
の
申
出
は
、
監
獄
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
の
上
申
が
あ
っ
た
者
に
対
し
て
こ
れ

二
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
護
観
察
を
つ
か
さ
ど
る
保
護
観
察
所
の

一
在
監
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
監
獄
の
長

長

篭

穏
鰯
蝋
駕
鰯
蝋
畷
蕊
櫻
蕊
認
壗
懐
惑
巽
蕊
醗
誰
蕊
畿
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③
判
決
原
本
の
滅
失
又
は
破
損
に
よ
っ
て
判
決
の
謄
本
又
は
抄
本
を
添
附
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

②
本
人
の
出
願
に
よ
り
上
申
を
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
書
類
の
外
そ
の
願
書
を
添
附
し
な
け
れ
ば

第
二
条
特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
上
申
書
に
は
、
左
の
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら

き
は
、
検
察
官
が
自
己
の
調
査
に
基
き
作
成
し
た
書
面
で
判
決
の
主
文
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
及
び

な
ら
な
い
。

す
も
の
を
以
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
犯
罪
の
情
状
、
本
人
の
性
行
、
受
刑
中
の
行
状
、
将
来
の
生
計
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

な
い
。

二
刑
期
計
算
書

上
申
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
す
る
法
令
の
適
用
並
び
に
判
決
原
本
が
滅
失
し
又
は
破
損
し
た
こ
と
及
び
そ
の

一
判
決
の
謄
本
又
は
抄
本

に
関
す
る
調
査
書
類

｜ ’

理
由
を
示

！



砦高

静
生｡
卜･

②
前
項
各
号
に
掲
げ
る
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
は
、
本
人
か
ら
復
権
の
出
願
が
あ
っ
た
と
き

第
四
条
復
権
の
上
申
書
に
は
、
左
の
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
左
に
掲
げ
る
者
は
、
職
種
で
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
復
権
の
上
申
を
す
る
こ
と
が
で
き

函

二
刑
の
執
行
を
終
り
又
は
執
行
の
免
除
の
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

は
、
意
見
を
附
し
て
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
そ
の
上
申
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
有
罪
の
言
渡
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察

る
0

求
蔑
趣
の
を
岬
掛
で
、
：
こ
〃
れ
に
伜
Ｗ
え
る
こ
と
が
で
き
』
る
。

一
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
そ
の
保
護
観
察
を
っ
か
さ
ど
っ

一
判
決
の
謄
本
又
は
抄
本

こ
‐
れ
に
・
流
Ｌ
す
る
洋
寅
乍
矼
｝
退
日
＆
山
乙
に
虫
十
消
し
や
脹
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‐
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フ
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ｉ
１
ァ
１
，
ｆ
ｌ
７
１
‐
｜
ノ
《
，
‐
．
，
‐
胃
・
‐
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宮 た
保
護
観
察
所
の
長
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鴬

第
六
条
特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願
は
、
刑
の
言
渡
後
左
の
期
間
を
経
過
し
た
後
で

第
五
条
恩
赦
法
第
十
条
第
二
項
に
よ
る
復
権
の
上
申
書
に
は
、
回
復
す
べ
き
資
格
の
種
類
を
明
記
し

③
第
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
の
書
類
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

②
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

ミ
有
期
の
懲
役
又
は
禁
鋼
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
期
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
。
（
短
期
と

な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
は
、
本
人
の
願
に
よ

り
、
期
間
の
短
縮
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
刑
の
免
除
の
言
渡
の
あ
っ
た
後
又
は
刑
の
執
行
を
終
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
の
あ
っ
た
後
に

二
罰
金
に
つ
い
て
は
、
一
年

一
拘
留
又
は
科
料
に
つ
い
て
は
、
六
箇
月

言
乏
月
ｑ
’
二
・
ぎ
三
一
、
●
ノ
雷
‐
』
．
ｉ
，
、
‘
《
．

類 お
け
る
本
人
の
行
状
、
現
在
及
び
将
来
の
生
計
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
に
関
す
る
調
査
書
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罰

ロ
ザ
リ
８

②
拘
禁
さ
れ
な
い
日
数
は
、
刑
の
執
行
を
終
り
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
を
受
け
た
後
の
日
数
及
び
仮

③④
第

⑤
第
一
条
の
二

出
獄
中
又
は
刑
の
執

四算
入
し
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一つ

い
て
上
申
を
す
る

長
期
と
を
定
め
て
言
い
渡
し
た
刑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
の
短
期
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
期

間前
。
）

無
期
の
懲
役
又
は
禁

項
の
規
定
は

罰
金

一

項
但
書
の
願
を
す
る
に
は

但
し

に
つ
い
て
値

剰

、

第

そ
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
と
き
は

、
一
一

行刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

項
の
規
定
は

こ

停
止
中
の
日
数
を
除
く
の
外

咽
訳
●
”
鈩
鍛
恥
叩
鈩
恥
”
。
、
争
Ｏ
刺
。
・
恥
．
ｏ
◆
◆
Ｏ
守
口
。
剥
叱
。
。
●
．
◆
０
争
口
。
Ⅱ
鄙
ロ
０
年
◆
Ｏ
ｏ
ｏ
０
０
‐
◆
□
今
。
Ⅱ
◆
●
。
‐
０
◇
。
。
Ｏ

禁
鏑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
期
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
。

■
。
◆

と
が
で
き
る
監
獄
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
に
差
し
出
さ
な

銅 一

に
つ
い
て
は
、

母

、、

願第
一
項
但
書
の
願
が
あ
っ
た
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

室
自

を
そ
の
願
に
係
る
特
赦

十
年

、

前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
期
間
に
こ
れ
を

、

一

！

年
と
す
る

§
、 ー

ー

れ
を
適
用
し
な

減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
に
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癖 1

1

ン
Ⅱ
』

第
九
条
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
の
願
書
に
は
、
左
の
事
項
を
記
載
し
、
且
つ
戸

第
八
条
監
獄
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
が
本
人
の
出
願
に
よ
り
し
た
特
赦
、
減
刑
、

第
七
条
復
権
の
出
願
は
、
刑
の
執
行
を
終
り
又
は
執
行
の
免
除
の
あ
っ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を

霊

籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
登
記
簿
抄
本
）
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
去
宇
な
い
。

刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
の
上
申
が
理
由
の
な
い
と
き
は
、
そ
の
出
願
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し

た
後
で
な
け
れ
ば
、
更
に
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

三
罪
名
、
犯
数
、
刑
名
及
び
刑
期
又
は
金
額

二
有
罪
の
言
渡
を
し
た
裁
判
所
及
び
年
月
日

四
刑
執
行
の
状
況

一
出
願
者
の
氏
名
、
出
生
年
月
日
、
職
業
、
本
籍
及
び
住
居
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
名
称
、

五
：
：
上
申
を
求
め
る
恩
赦
の
種
類

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
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灘薯門

マ

ー

②
恩
赦
状
の
送
付
を
受
け
た
検
察
官
は
、
自
ら
上
申
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を

第
十
一
条
特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
特
定
の
者
に
対
す
る
復
権
が

②
前
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
出
願
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
中
央
更
生
保
護
審
査
会
は
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
の
上
申
が
理
由
の

②
前
項
の
規
定
は
、
第
六
条
第
一
項
但
書
の
許
可
を
受
け
る
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

本
人
に
交
付
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
上
申
を
し
た
者
に
送
付
し
、
上

状
と
い
う
。
）
を
送
付
さ
せ
る
。

対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
特
赦
状
、
減
刑
状
、
刑
の
執
行
の
免
除
状
又
は
復
権
状
（
以
下
恩
赦

あ
っ
た
と
き
は
、
法
務
大
臣
は
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
を
し
て
、
有
罪
の
言
渡
を
し
た
裁
判
所
に

な
い
と
き
は
、
上
申
を
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
出
願
の
理
由

四
刑
執
行
の
状
況

遍
琴
さ
鼠
理
醗
騨
葱
蕪
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嘩
舞
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》
》
畷
慈
患
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Ｆ

曲

り

①

苧
竿
蜑
究
芽
貢

譲蕊

第
十
三
条
恩
赦
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
原
本
に
附
記
を
な
す
べ
き
検
察
官
は
、
有
罪
の

硫
學
一
川
黒
貝
Ｄ
謂
焉
測
量
ョ
．
ま
、
戸
一
へ
し
《
ご
旱
下
両
●
公
『
ゴ
ョ
Ｋ
芦
｝
》
鳥
７
十
Ｊ
／
・
局
‐
』
‐
‐
し
令
診
、
。
、

第
十
四
条
検
察
官
は
、
恩
赦
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
原
本
に
附
記
を
し
た
場
合
に
お
い

第
十
二
条
恩
赦
状
を
本
人
に
交
付
し
た
者
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
法
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

④
第
二
項
に
規
定
す
る
恩
赦
状
の
交
付
及
び
前
項
の
通
知
は
、
こ
れ
を
本
人
の
住
居
の
あ
る
地
を
管

③
上
申
を
し
た
者
は
、
仮
出
獄
中
の
者
に
恩
赦
状
を
交
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
監
獄
の
長
に
通

言
渡
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
と
す
る
。

な
ら
な
い
。

察
官
又
は
本
人
の
在
監
す
る
監
獄
の
長
に
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
、
本
人
の
住
居
の
あ
る
地
を
管
轄
す
る
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
を
し
た
者
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
本
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
ば
ら
な
い
。

て
、
訴
訟
記
録
が
他
の
検
察
庁
に
在
る
と
き
は
、
そ
の
検
察
庁
の
検
察
官
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
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第
十
五
条
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
者
で
大
赦
に
よ
り
赦
免
を
得
た
も
の
は
、
有
罪
の
言
渡
を
し
た
裁

②
前
項
の
通
知
書
は
、
こ
れ
を
訴
訟
記
録
に
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令
に
よ
り
復
権
を
得
た
者
も
、
同
様
で
あ
る
。

判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
申
し
出
で
、
そ
の
旨
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
政

て
、
訴
訟
記
録
が
他
の
検
察
庁
に
在
る
と
き
は
、
そ
の
検
察
庁
の
検
察
官
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
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